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義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

和　
　
　

田　
　
　

久　
　
　

継　

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号

　
　
　
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

三
恵
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

　

別
表
第
一
の
備
考
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

２
　

こ
の

表
を

適
用

す
る

職
員

の
う

ち
、

第
四

条
の

二
第

一
号

に
規

定
す

る
校

務
を

分
掌

す
る

職
員

　
　

　
（

以
下

「
学

級
を

担
任

す
る

者
」

と
い

う
。

）
に

は
、

こ
の

表
の

額
に

そ
れ

ぞ
れ

3,000円
（

学
級

　
　

　
を

担
任

す
る

者
の

う
ち

、
一

以
上

の
学

級
を

複
数

の
者

で
担

任
す

る
場

合
に

あ
つ

て
は

、
3,000円

　
　

　
に

当
該

担
任

す
る

学
級

の
数

を
乗

じ
、

当
該

学
級

を
担

任
す

る
者

の
数

で
除

し
て

得
た

額
（

そ
の

額
　

　
　

に
１

円
未

満
の

端
数

が
あ

る
と

き
は

、
そ

の
端

数
を

切
り

捨
て

た
額

）
）

を
加

算
す

る
。

た
だ

し
、

　
　

　
こ

れ
に

よ
り

難
い

場
合

に
は

、
任

命
権

者
が

人
事

委
員

会
と

協
議

し
て

定
め

る
額

を
加

算
す

る
。

　

別
表
第
二
の
備
考
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

２
　

こ
の

表
を

適
用

す
る

職
員

の
う

ち
、

第
四

条
の

二
第

一
号

に
規

定
す

る
校

務
を

分
掌

す
る

職
員

　
　

　
（

以
下

「
学

級
を

担
任

す
る

者
」

と
い

う
。

）
に

は
、

こ
の

表
の

額
に

そ
れ

ぞ
れ

3,000円
（

学
級

　
　

　
を

担
任

す
る

者
の

う
ち

、
一

以
上

の
学

級
を

複
数

の
者

で
担

任
す

る
場

合
に

あ
つ

て
は

、
3,000円

　
　

　
に

当
該

担
任

す
る

学
級

の
数

を
乗

じ
、

当
該

学
級

を
担

任
す

る
者

の
数

で
除

し
て

得
た

額
（

そ
の

額
　

　
　

に
１

円
未

満
の

端
数

が
あ

る
と

き
は

、
そ

の
端

数
を

切
り

捨
て

た
額

）
）

を
加

算
す

る
。

た
だ

し
、

　
　

　
こ

れ
に

よ
り

難
い

場
合

に
は

、
任

命
権

者
が

人
事

委
員

会
と

協
議

し
て

定
め

る
額

を
加

算
す

る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則

の
規
定
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
九
十
三
号

　

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
二
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
。

　
　

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

登
録
番
号

肥
料
の

種　

類

肥
料
の

名　

称

保　

証

成
分
量

（
％
）

そ
の
他

の
規
格

生
産
業
者
の

氏
名
又
は
名
称

及

び

住

所

登
録
有
効

期　
　

限

大
分
県
肥
第

一
〇
七
八
号
混
合
有
機

質
肥
料

混
合
有

機
質
肥

窒
素
全
量

五
・
〇

り
ん
酸
全
量

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ
株

式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九
段
令
一
〇
・

一
〇
・
二
六

（
人
事
委
規
則
・
告
示
）



令
和
八
年
二
月
二
十
七
日

大
分
県
報

二

料
五
二
二
・
〇

項
は
、
公
定
規

格
の
と
お
り

北
一
丁
目
八
番
一
〇
号

大
分
県
肥
第

一
〇
八
〇
号
魚
廃
物
加

工
肥
料

魚
廃
物

加
工
肥

料
六
六

窒
素
全
量

六
・
〇

り
ん
酸
全
量

六
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規

格
の
と
お
り

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ
株

式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九
段

北
一
丁
目
八
番
一
〇
号

令
一
〇
・

一
〇
・
二
六

大
分
県
肥
第

一
〇
八
二
号
混
合
有
機

質
肥
料

混
合
有

機
質
肥

料
五
七

窒
素
全
量

五
・
〇

り
ん
酸
全
量

七
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規

格
の
と
お
り

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ
株

式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九
段

北
一
丁
目
八
番
一
〇
号

令
一
〇
・

一
〇
・
二
六

大
分
県
肥
第

一
〇
八
三
号
混
合
有
機

質
肥
料

混
合
有

機
質
肥

料
六
六

窒
素
全
量

六
・
〇

り
ん
酸
全
量

六
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規

格
の
と
お
り

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ
株

式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九
段

北
一
丁
目
八
番
一
〇
号

令
一
〇
・

一
〇
・
二
六

大
分
県
肥
第

一
〇
八
四
号
混
合
有
機

質
肥
料

混
合
有

機
質
肥

料
四
三

窒
素
全
量

四
・
〇

り
ん
酸
全
量

三
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規

格
の
と
お
り

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ
株

式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九
段

北
一
丁
目
八
番
一
〇
号

令
一
〇
・

一
〇
・
二
六

大
分
県
肥
第

一
〇
八
六
号
混
合
有
機

質
肥
料

混
合
有

機
質
肥

料
八
三

窒
素
全
量

八
・
〇

り
ん
酸
全
量

三
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規

格
の
と
お
り

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ
株

式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九
段

北
一
丁
目
八
番
一
〇
号

令
一
〇
・

一
〇
・
二
六

大
分
県
肥
第
混
合
有
機
混
合
有

機
質
肥
窒
素
全
量

八
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ
片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ
株

式
会
社

令
一
〇
・

（
告
示
）

一
〇
八
七
号
質
肥
料

料
八
六
り
ん
酸
全
量

六
・
〇

の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規

格
の
と
お
り

東
京
都
千
代
田
区
九
段

北
一
丁
目
八
番
一
〇
号
一
〇
・
二
六

大
分
県
肥
第

一
一
二
八
号
炭
酸
カ
ル

シ
ウ
ム
肥

料

五
三
・

一
〇
炭

酸
苦
土

石
灰
肥

料

ア
ル
カ
リ
分

五
三
・
〇

可
溶
性
苦
土

一
〇
・
〇

そ
の
他
の
制
限

事
項
は
、
公
定

規
格
の
と
お
り

津
久
見
ド
ロ
マ
イ
ト
工

業
株
式
会
社

津
久
見
市
合
ノ
元
町
五

番
一
八
号

令
一
三
・

一
一
・
一
八

大
分
県
肥
第

一
一
二
九
号
炭
酸
カ
ル

シ
ウ
ム
肥

料

五
三
・

一
〇
粒

状
炭
酸

苦
土
石

灰
肥
料

ア
ル
カ
リ
分

五
三
・
〇

可
溶
性
苦
土

一
〇
・
〇

そ
の
他
の
制
限

事
項
は
、
公
定

規
格
の
と
お
り

津
久
見
ド
ロ
マ
イ
ト
工

業
株
式
会
社

津
久
見
市
合
ノ
元
町
五

番
一
八
号

令
一
三
・

一
一
・
一
八

大
分
県
肥
第

一
一
三
〇
号
炭
酸
カ
ル

シ
ウ
ム
肥

料

五
三
・

一
〇
炭

酸
苦
土

石
灰
肥

料

ア
ル
カ
リ
分

五
三
・
〇

可
溶
性
苦
土

一
〇
・
〇

そ
の
他
の
制
限

事
項
は
、
公
定

規
格
の
と
お
り

株
式
会
社
グ
リ
ー
ン
ビ

ジ
ネ
ス
九
州

宇
佐
市
大
字
山
本
一
九

九
〇
番
地

令
一
三
・

一
一
・
一
八

大
分
県
肥
第

一
一
三
一
号

炭
酸
カ
ル

シ
ウ
ム
肥

料

五
三
・

一
〇
粒

状
炭
酸

苦
土
石

灰
肥
料

ア
ル
カ
リ
分

五
三
・
〇

可
溶
性
苦
土

一
〇
・
〇

そ
の
他
の
制
限

事
項
は
、
公
定

規
格
の
と
お
り

株
式
会
社
グ
リ
ー
ン
ビ

ジ
ネ
ス
九
州

宇
佐
市
大
字
山
本
一
九

九
〇
番
地

令
一
三
・

一
一
・
一
八

大
分
県
肥
第

一
〇
九
六
号
混
合
有
機

質
肥
料

混
合
有

機
質
肥

料
五
二

特
号

窒
素
全
量

五
・
〇

り
ん
酸
全
量

二
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規

格
の
と
お
り

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ
株

式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九
段

北
一
丁
目
八
番
一
〇
号

令
一
〇
・

一
二
・　

四

大
分
県
肥
第

一
〇
九
七
号
混
合
有
機

質
肥
料

ぼ
か
し

入
り
混

合
有
機

質
肥
料

五
三
一

窒
素
全
量

五
・
〇

り
ん
酸
全
量

三
・
〇

加
里
全
量

一
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規

格
の
と
お
り

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ
株

式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九
段

北
一
丁
目
八
番
一
〇
号

令
一
〇
・

一
二
・　

四



令
和
八
年
二
月
二
十
七
日

大
分
県
報

三

（
告
示
・
教
育
委
告
示
）

大
分
県
肥
第

一
〇
四
二
号
混
合
有
機

質
肥
料

混
合
有

機
質
肥

料
五
―

四

窒
素
全
量

五
・
〇

り
ん
酸
全
量

四
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規

格
の
と
お
り

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ
株

式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九
段

北
一
丁
目
八
番
一
〇
号

令
一
〇
・

一
二
・
二
七

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
九
十
四
号

　

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
肥
料
の
登
録
は
失
効
し
た
。

　
　

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

登
録
番
号

肥
料
の

種　

類

肥
料
の

名　

称

保　

証

成
分
量

（
％
）

そ
の
他

の
規
格

生
産
業
者
の

氏
名
又
は
名
称

及

び

住

所

失　

効

年
月
日

大
分
県
肥
第

一
〇
七
七
号
混
合
有
機

質
肥
料

く
み
あ

い
は
っ

こ
う
米

ぬ
か
入

り
混
合

有
機
質

肥
料
二

号

窒
素
全
量

二
・
〇

り
ん
酸
全
量

三
・
〇

加
里
全
量

一
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規

格
の
と
お
り

菱
東
肥
料
株
式
会
社

大
分
市
豊
海
三
丁
目
三

番
一
号

令
七
・

　

九
・
二
三

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
九
十
五
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改
良
区
が
行
う
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
。

　
　

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

土
地
改
良
区
名

事　
　

業　
　

名

認 

可 

年 

月 

日

明
正
土
地
改
良
区

土
地
改
良
事
業
（
維
持
管
理
計
画
書
）

令
八
・　

二
・
一
七

竹
田
市
土
地
改
良
区

土
地
改
良
事
業
（
維
持
管
理
計
画
書
）

令
八
・　

二
・
一
七

日
田
市
土
地
改
良
区

土
地
改
良
事
業
（
維
持
管
理
計
画
書
）

令
八
・　

二
・
一
七

明
治
大
分
水
路
土
地
改
良
区

土
地
改
良
事
業
（
維
持
管
理
計
画
書
）

令
八
・　

二
・
一
七

○
教
育
委
員
会
告
示

大
分
県
教
育
委
員
会
告
示
第
一
号

　

大
分
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
三
十
年
大
分
県
条
例
第
十
二
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

に
掲
げ
る
文
化
財
を
県
指
定
有
形
文
化
財
に
指
定
す
る
。

　
　

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日

 

大　

分　

県　

教　

育　

委　

員　

会　

種　

別

名　
　

称

員　

数

時　

代

所
在
の
場
所

所
有
者

考
古
資
料

四
日
市
遺
跡
出
土
絵
画

土
器

三
点

弥
生
時
代
中

期
後
半

大
分
市
牧
緑
町
一
番
六

一
号

大
分
県

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
教
育
委
員
会
告
示
第
二
号

　

大
分
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
三
十
年
大
分
県
条
例
第
十
二
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
第
一
表
に
掲
げ
る
文
化
財
を
県
指
定
有
形
文
化
財
富
貴
寺
大
堂
壁
画
弥
勒
浄
土
図
断
片
（
外
陣
北
小
壁
）

（
令
和
六
年
二
月
十
六
日
大
分
県
教
育
委
員
会
告
示
第
二
号
）
に
追
加
し
て
指
定
し
、
そ
の
員
数
を
第
二
表

の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日

 

大　

分　

県　

教　

育　

委　

員　

会　

　

第
一
表

種　

別

名　
　

称

員　

数

時　

代

所
在
の
場
所

所
有
者

絵　
　

画

富
貴
寺
大
堂
壁
画
弥
勒

浄
土
図
断
片
（
外
陣
北

一
点

平
安
時
代
後

期
（
十
二
世

宇
佐
市
大
字
高
森
字
京

塚

大
分
県



令
和
八
年
二
月
二
十
七
日

大
分
県
報

四

（
教
育
委
告
示
・
労
働
委
訓
令
・
公
告
）

小
壁
）

紀
）

　

第
二
表

種　

別

名　
　

称

員　

数

時　
　

代

所
在
の
場
所

所
有
者

絵　
　

画

富
貴
寺
大
堂
壁
画
弥
勒

浄
土
図
断
片
（
外
陣
北

小
壁
）

二
点

平
安
時
代
後

期
（
十
二
世

紀
）

宇
佐
市
大
字
高
森
字
京

塚

大
分
県

○
労
働
委
員
会
訓
令

大
分
県
労
働
委
員
会
訓
令
第
一
号

大
分
県
労
働
委
員
会
事
務
局　

　

大
分
県
労
働
委
員
会
電
子
署
名
規
程
（
平
成
十
五
年
大
分
県
地
方
労
働
委
員
会
訓
令
第
五
号
）
の
全
部
を

改
正
す
る
。

　
　

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日

大
分
県
労
働
委
員
会
会
長　
　

清　
　
　

水　
　
　

立　
　
　

茂　

　
　
　
大
分
県
労
働
委
員
会
電
子
署
名
規
程

　

大
分
県
労
働
委
員
会
に
お
け
る
電
子
署
名
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
大
分
県
電
子
署
名
規
程
（
令
和
七
年
大

分
県
訓
令
甲
第
二
十
二
号
）
の
例
に
よ
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

○
公
　
　
　
　
　
告

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
た
次
の
者
に
つ
い

て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
な
の
で
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
通
知
の
内
容
を
保
安
林

予
定
森
林
の
所
在
す
る
市
町
村
の
事
務
所
に
掲
示
す
る
。

　
　

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名
及
び
掲
示
場
所

所　

在　

の　

不　

分　

明　

な　

者　

の　

氏　

名

掲　

示　

場　

所

川
野　

誠
、
川
野　

文
太
郎
、
柳
井　

袈
裟
五
郎
、
川
野　

貞
吉
、
川
野　

清

二
郎
、
川
野　

楳
藏
、
川
野　

德
治
、
川
野　

伊
勢
五
郎
、
川
野　

一
、
柳
井

喜
代
造
、
柳
井　

慶
藏
、
川
野　

市
藏
、
柳
井　

清
治
郎
、
柳
井　

政
彌

佐
伯
市
役
所

二　

通
知
の
要
旨

　
　

令
和
八
年
一
月
二
十
七
日
付
け
大
分
県
告
示
第
四
十
四
号
に
よ
り
行
っ
た
森
林
法
第
三
十
条
の
規
定
に

　

よ
る
通
知

　
　
　
　
　
　
　

　

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
令
和
八
年
二

級
建
築
士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
を
実
施
す
る
。

　
　

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

試
験
の
期
日
及
び
時
間

　

１　

学
科
の
試
験

　
　
　

二
級
建
築
士
試
験　

令
和
八
年
七
月
五
日
（
日
）

　
　
　

木
造
建
築
士
試
験　

令
和
八
年
七
月
二
十
六
日
（
日
）

　
　
　

午
前
十
時
十
五
分
か
ら
午
後
五
時
二
十
分
ま
で

　

２　

設
計
製
図
の
試
験

　
　
　

二
級
建
築
士
試
験　

令
和
八
年
九
月
十
三
日
（
日
）

　
　
　

木
造
建
築
士
試
験　

令
和
八
年
十
月
十
一
日
（
日
）

　
　
　

午
前
十
一
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

二　

試
験
の
場
所

　

二
級
建
築
士

　
　

学
科
の
試
験　

大
分
県
立
芸
術
文
化
短
期
大
学　
　

大
分
市
上
野
丘
東
一
―
一
一

　
　

設
計
製
図
の
試
験　

大
分
大
学　
　

大
分
市
大
字
旦
野
原
七
〇
〇
番
地

　

木
造
建
築
士

　
　

学
科
の
試
験　

大
分
大
学　
　

大
分
市
大
字
旦
野
原
七
〇
〇
番
地

　
　

設
計
製
図
の
試
験　

大
分
県
立
芸
術
文
化
短
期
大
学　
　

大
分
市
上
野
丘
東
一
―
一
一

三　

受
験
申
込
手
続

　
　

新
規
受
験
者
を
含
め
た
全
て
の
者
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
申
込
み
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　

１　

受
験
申
込
受
付
期
間
及
び
受
付
時
間



令
和
八
年
二
月
二
十
七
日

大
分
県
報

五

　
　
　

令
和
八
年
四
月
一
日
（
水
）
か
ら
同
月
十
四
日
（
火
）
ま
で

　
　
　

受
付
開
始
日
の
午
前
十
時
か
ら
受
付
終
了
日
の
午
後
四
時
ま
で

　

２　

受
験
申
込
方
法

　
　
　

公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

　
　

ジ
（https://w

w
w

.jaeic.or.jp/

）
に
お
い
て
、
必
要
事
項
を
入
力
し
、
申
し
込
む
こ
と
。

　
　
　

な
お
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
申
込
み
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
正
当
な
理
由
（
身
体
に
障

　
　

が
い
が
あ
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
が
困
難
で
あ
る
等
）
が
あ
る
場
合
は
、
令
和
八
年
四
月
七
日

　
　

（
火
）
ま
で
に
セ
ン
タ
ー
本
部
に
申
し
出
る
こ
と
。

四　

合
格
者
の
発
表

　
　

令
和
八
年
十
二
月
三
日
（
木
）
（
予
定
）

　
　

な
お
、
学
科
の
試
験
に
つ
い
て
は
、
令
和
八
年
八
月
二
十
四
日
（
月
）
（
予
定
）
に
発
表
す
る
。

五　

そ
の
他

　

１　

設
計
製
図
の
試
験
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
二
級
建
築
士
は
令
和
八
年
六
月
二
十
四
日
（
水
）
（
予

　
　

定
）
、
木
造
建
築
士
は
令
和
八
年
七
月
八
日
（
水
）
（
予
定
）
か
ら
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お

　
　

い
て
公
表
す
る
。

　

２　

受
験
に
際
し
、
身
体
に
障
が
い
が
あ
る
た
め
特
に
何
ら
か
の
措
置
を
希
望
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ

　
　

め
、
受
付
期
間
内
に
セ
ン
タ
ー
本
部
に
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
。

（
公
告
）


